
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ２６年 度 

 

山 梨 県 公 共 事 業 評 価 

 

意  見  書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１１月１４日 
 

山梨県公共事業評価委員会 



 

 
 

目   次 
 

はじめに   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1 
 

１ 事前評価について    

 １－１ 事前評価実施にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 
 １－２ 個別事業に対する意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 
 

２ 再評価について    

 ２－１ 再評価実施にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6 
 ２－２ 個別事業に対する意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6 
  （１）計画内容を見直した上で 

継続することが妥当と判断した事業 ・・・・・ P6 
  （２）工期の変更を行った上で 

継続することが妥当と判断した事業 ・・・・・ P7 
  （３）計画内容を見直し、工期の変更を行った上で 
           継続することが妥当と判断した事業 ・・・・・ P7 
 

３ 事後評価について  
 ３－１ 事後評価実施にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・ P9 
 ３－２ 個別事業に対する意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9 
 
４ 特記を要する事項の報告について 
 ４－１ 報告実施にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 
 ４－２ 個別事業に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 
 

５ 附帯意見 
（１）評価調書の記載内容等について・・・・・・・・・・・・・・・P15 

  （２）事後評価における効果の確認について・・・・・・・・・・P15 
（３）環境への配慮について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 

  

６ 審議経過  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16 
 

７ 平成２６年度山梨県公共事業評価委員会委員名簿  ・・・・・・・・P17 



 

- 1 - 
 

は じ め に 

 

公共事業による社会資本の整備は、県民生活の安全・安心の確保、快適で豊

かな生活の実現、地域経済の活性化および多様な交流の促進を図る基盤づくり

として極めて重要な役割を担っている。 

しかし、人口減少及び少子・超高齢社会の到来、厳しい財政状況、災害リス

クの増大・顕在化など社会経済状況が変化するなか、県民にとって真に必要な

社会資本整備を、効果的、効率的に進めることが一層求められている。 

このため、社会資本整備の計画段階から事業実施中、事業完了後の全ての過

程において、一層の透明性の向上を図り、事業を効率的、効果的に執行してい

くことが必要である。 

山梨県では平成１７年度から「公共事業評価システム」を本格導入し、事前

評価においては、経済効率性や事業規模、事業手法、計画熟度などの妥当性や

同種の事業間の優先度などの観点から事業実施の是非を総合的に評価し、再評

価においては、社会経済情勢の変化、経済効率性、時間管理、コスト縮減など

の諸観点から事業継続の是非を評価し、また事後評価においては、事業貢献度

や経済効率性、改善措置の必要性などの観点から事業の達成度を評価すること

としている。 

本委員会は公共事業に対して意見を述べる機関として設置され、これまで多

くの評価対象事業を審議しており、近年では平成２４年度に２６事業、平成２

５年度に３１事業を審議し、公共事業評価の適正化を図ってきている。 

本年度は、事前評価８事業、再評価５事業、事後評価１１事業及び特記を要

する事項の報告 1事業、合わせて２５事業について、個別説明、現地視察、詳

細審議を経て、次のとおり意見をとりまとめたので具申する。 

なお、今後の社会資本の整備にあたっては、本委員会の意見を十分尊重し、

一層効果的、効率的な事業執行に反映されたい。 
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１ 事前評価について 

 

１－１ 事前評価実施にあたって 

 

   公共事業の事前評価は、着手段階における意思決定プロセスの透明性、

客観性の一層の向上を図るとともに、限られた財源のより効果的・効率的

活用に資するべく、事業実施の妥当性や事業貢献度の観点から評価するも

のである。今回は、以下の８事業について事前評価の審議を行った。 

   個々の事業に対する意見は次のとおりである。 

 

 １－２ 個別事業に対する意見 

 

    ①畑地帯総合整備事業 菱山
ひしやま

（甲州市） 

 この事業は、甲州市勝沼町の斜面を利用したぶどう栽培が盛ん

な地域において、農道、用排水路、ほ場整備及び獣害防止施設等

の農業生産基盤を総合的に整備するものである。 

 現在、労力を要する地形、農家の高齢化、耕作放棄地の増加等

の問題を抱える中、本事業により農作業の効率化、担い手への分

散した農地の集積、獣害防止対策等を進めることとしており、農

業経営の安定化が図られる。このため、事業の必要性が高いと評

価できることから、実施が妥当である。  

 

②道路事業 早川
はやかわ

芦安
あしやす

連絡
れんらく

道路
ど う ろ

（南アルプス市・南巨摩郡早川町） 

この事業は、早川町奈良田と南アルプス市芦安を結ぶ災害に強

い道路を新たに整備するものである。本道路により冬期の往来も

可能になり、早川町内の孤立集落の解消や南アルプス地域の一年

を通した観光が期待されることから事業の必要性は高く、実施が

妥当である。 

また、本工事によるトンネル掘削土やリニア建設工事による発

生土を有効活用する点については評価できる。 

なお、南アルプス地域は本年６月にユネスコエコパークに登録

されており、景観や自然環境の保全も重要であることから、環境
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への影響を十分調査し、計画や設計に適切に反映するよう努めら

れたい。 

 

③畑地帯総合整備事業 一宮
いちのみや

南部
な ん ぶ

（笛吹市） 

この事業は、笛吹市一宮町のもも、ぶどう等の栽培が盛んな地

域において、農道、用排水路、ほ場整備及び獣害防止施設等の農

業生産基盤を総合的に整備するものである。 

 現在、農家の高齢化、耕作放棄地の増加等の問題を抱える中、

本事業により農作業の効率化、農地の集積、獣害防止対策等を進

めて、担い手の意欲向上・育成や農業経営の安定化を図ることと

しており、日本有数の果樹産地が将来にわたって維持・発展して

いくことが期待される。このため、事業の必要性は高く、実施が

妥当である。 

 

④中山間地域総合整備事業 身
み

延南部
のぶなんぶ

（南巨摩郡身延町） 

この事業は、身延町の水稲、露地野菜を中心とした農業が営ま

れている中山間地域において、農道、用排水路、ほ場整備及び獣

害防止施設等の農業生産基盤を総合的に整備するものである。 

 現在、農家の高齢化、耕作放棄地の増加等の問題を抱える中、

本事業により農作業の効率化、獣害防止対策等を進めて、条件不

利地域における農業経営の安定化を図ることとしている。 

また、平成２９年度には中部横断自動車道が開通予定であり、

現在実施している特産品である「あけぼの大豆」の収穫体験を通

じた都市住民との交流等もより一層期待されることから、事業の

必要性は高く、実施が妥当である。 

 なお、実施にあたっては、良好な農村景観の維持等に十分配慮

して進められたい。 

 

⑤中山間地域総合整備事業 双葉
ふ た ば

北部
ほ く ぶ

（甲斐市） 

この事業は、甲斐市の水稲、野菜、果樹栽培が複合的に行われ

る地域において、水田のほ場整備を中心に、農道、用排水路、た

め池等の農業生産基盤を総合的に整備するものである。 
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 現在、農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加等の問題

を抱える中、本事業により農作業の効率化、担い手への農地の集

積、用水の安定供給等を進めることで、農業経営の安定化を図る

こととしている。 

また、中央自動車道の韮崎ＩＣや双葉スマートＩＣに近い恵ま

れた立地を生かした観光農業等の更なる展開も期待されることか

ら、事業の必要性は高く、実施が妥当である。 

 

    ⑥耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 中山
なかやま

（北杜市） 

この事業は、北杜市武川町のかつて養蚕が盛んだった地域にお

いて、ほ場整備、用排水路、獣害防止施設等の農業生産基盤を整

備し、耕作放棄地の解消を図るものである。 

   現在、桑園が遊休化して有害鳥獣の住みかになり、周辺の営農

等に影響を及ぼしている中、本事業により、耕作放棄地を解消し

て、分散した農地の集積等により優良農地に再生することで、農

業生産法人等の参入による大規模産地の形成が可能となり、新た

な農業の展開による地域の活性化が期待される。このため、事業

の必要性は高く、実施が妥当である。 

  

    ⑦住宅事業 県営住宅富士見
ふ じ み

団地（西八代郡市川三郷町） 

       この事業は、築後４１年が経過し、設備が老朽化した県営富士

見団地について、地域の公営住宅へのニーズが依然として高いこ

とから、建て替え整備をするものである。 

建て替えに当たっては、世帯構成に合わせた間取りとしている

点や、エレベーターの設置及び室内の段差解消等バリアフリーに

も努めており、多様な入居者に配慮された計画となっている。こ

のため、事業の必要性が高いと評価できることから、実施が妥当

である。 

       なお、河川に挟まれた場所であることから、排水計画や浸水へ

の備え等について十分配慮されたい。   
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⑧道路事業 （主）甲府
こ う ふ

中央
ちゅうおう

右左
う ば

口
ぐち

線（甲府市） 

 この事業は、リニア新駅が予定されている甲府市大津町におい

て、（仮称）甲府中央スマートＩＣと新山梨環状道路を結ぶ４車

線の連絡道路及びリニア新駅の駅前広場、パーク＆ライド用駐車

場を整備するものである。 

現在、（主）甲府中央右左口線は歩道のない片側１車線道路の

ため、通勤時間帯には渋滞が発生しており、平成３１年度のスマ

ートＩＣの供用時には連絡道路として、また、平成３９年のリニ

ア開業時には駅へのアクセス道路としてさらなる交通量の増加が

見込まれることから、メイン通りとして質の高い整備を進める必

要性が認められる。 

さらに、駅前広場及び駐車場と一体的に整備することにより、

交通結節機能の強化が図られ、リニア新駅へのアクセスが向上す

ると評価できることから、実施が妥当である。 

 なお、スマートＩＣと駅へのアクセス道路が直結する計画であ

ることから、それぞれの利用台数等も踏まえた課題の検討を実施

されたい。 
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２ 再評価について 

 

２－１ 再評価実施にあたって 

  
公共事業の遅延による社会的便益の損失を防ぎ、公共事業のもたらす効

果を最大限に発揮させるためには、事業進捗の厳密な管理と徹底したコス

ト縮減が重要である。 

   このため、事業の再評価では、事業着手から一定期間が経過した事業に

ついて、社会経済情勢の変化や進捗状況等を踏まえ、事業の見直しの必要

性や時間管理を主眼に、今後の事業継続の是非を判断することとしてい

る。今回は、以下の５事業について再評価の審議を行った。 

   個々の事業に対する意見は次のとおりである。 

 

 ２－２ 個別事業に対する意見 

 

  （１）計画内容を見直した上で継続することが妥当と判断した事業 

 

    ①農地環境整備事業 天王
てんのう

原
ばら

（北杜市） 

 この事業は、北杜市明野町の茅ヶ岳西麓に広がるかつて養蚕が

中心だった地域において、ほ場整備や鳥獣害防止施設等の整備に

より、遊休桑園を優良農地に再生するものである。 

 今回の見直し案は、農業生産法人の新たな参入を視野に入れた

ほ場の大区画化、排水路工や獣害防止施設の整備量の増加に伴い

事業費を増額する内容となっている。   

 これにより、野菜や醸造用ぶどう等の大規模産地の形成が可能

となり、新規の雇用創出や新たな農業の展開による地域の活性化

が期待できることから、その実現のために見直し案どおり事業を

進められたい。 

 なお、事業完了後には新たな担い手の参入が見込まれるが、担

い手が将来にわたって定着できるような支援策を講じられたい。 
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（２）工期の変更を行った上で継続することが妥当と判断した事業 

 

    ①農道事業 釈迦堂
しゃかどう

（甲州市・笛吹市） 

 この事業は、甲州市勝沼町から笛吹市一宮町までの果樹地帯を

結ぶ幹線農道を整備して、農産物の集出荷に要する輸送時間の短

縮等を図るものである。 

 今回の見直し案は、終点部周辺の難航していた用地取得の目途

が立ったことから、事業期間を２年延長して全線開通を目指す内

容となっている。 

 この道路の開通により、この地域の生産流通の合理化と農業経

営の安定化が図られ、観光農業の推進にも寄与することから、見

直し案どおり平成２８年度の完成に努められたい。 

 

 

 （３）計画内容を見直し、工期の変更を行った上で継続することが妥当と

判断した事業 

 

①街路事業 （都）滝
たき

坂下
さかしも

今井
い ま い

線（甲斐市） 

この事業は、甲斐市龍地地内の（都）滝坂下今井線において両

側歩道の２車線道路を整備する街路事業である。本路線は甲府市

と甲斐市を結ぶネットワーク機能や竜王駅へのアクセス機能を担

う主要な路線であるが、現道は幅員が狭く、歩道が未設置のため

渋滞が著しく、歩行者や自転車の通行にも支障を来たしている。 

 このため、早期の完成を図り、整備効果を発現させることが期

待されている。 

今回の見直し案は、電線共同溝の追加施工等及び用地取得に時

間を要したことにより、事業費を増額するとともに事業期間を延

長する内容となっている。 

用地取得に関しては、残り１区画について土地収用法の手続き

を進める中で、土地所有者との和解が成立したことから、見直し

案のとおり平成２８年度の完成に努められたい。 
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    ②道路事業 （－）高畑谷
たかばたけや

村
むら

停車場
ていしゃじょう

線（宝バイパス）（都留市） 

この事業は、都留市内の（一）高畑谷村停車場線において、現

道の幅員が狭く、歩道未設置区間にバイパスを整備する事業であ

る。本路線沿いにある中央自動車道都留ＩＣのフルインター化に

伴い、交通量が増加していること、また、宅地開発の進行による

交通量の増加が今後さらに見込まれることから、早期の完成が期

待されている。 

今回の見直し案は、トンネル設計基準の改正に伴いトンネル工

事を一部変更するとともに、用地交渉が難航したことにより事業

期間を延長する内容となっている。難航していた用地の取得にも

目途が立ったことから、見直し案のとおり平成２８年度の完成に

努められたい。 

なお、今後は、用地買収に時間を要し事業に遅れが生じること

のないよう当初計画段階から事前調査等に努められたい。 

 

③治水事業  藤川
ふじかわ

（甲府市） 

       この事業は、甲府市中心部を流れる一級河川藤川において、河

道拡幅により浸水被害の軽減を図るための河川事業である。本事

業区間は流下能力が低いため、これまで何度も氾濫し、家屋等へ

の被害が発生していることから、早期完成を図る必要がある。 

今回の見直し案は、平成２１年度の再評価以降に実施した地盤

調査に基づく地盤改良の追加、新たに判明した地下埋設物等の移

設、交通切り回し等が必要になることから、事業費を増額すると

ともに、事業期間を延長する内容となっている。 

現地視察や詳細審議を通じて内容を審査したところ見直しはや

むを得ないが、今後は、事前の調査を十分行い、大きな計画変更

が生じないよう計画精度の向上に努められたい。 

また、事業区間のうち、最上流部にあたる屈曲部を早期に改良

することが浸水被害軽減には重要であることから、見直し案のと

おり平成３０年度には確実に完了するよう努められたい。 
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３ 事後評価について 

 

 ３－１ 事後評価実施にあたって 

 

   公共事業をより効果的、効率的に計画・実施していくためには、完了し

た事業を厳密に検証し、その結果を今後の事業展開に反映させることが必

要である。 

   このため、事後評価では、整備が完了した事業について、事業目的の達

成度や環境への影響などの検証を行い、必要に応じて適切な改善措置等を

検討することとしている。今回は、以下の１１事業について事後評価の審

議を行った。 

   個々の事業に対する意見は次のとおりである。 

 

 ３－２ 個別事業に対する意見 

 

①中山間地域総合整備事業 上九一色
か み く い し き

 

（南都留郡富士河口湖町・甲府市） 

   この事業は、甲府市の古関・梯地域と富士河口湖町の富士ヶ嶺

地域等において用排水路、農道等の農業生産基盤と活性化施設、

鳥獣害防止施設等の生活環境基盤を総合的に整備したものであ

る。 

 整備後は、営農条件の改善により生産性の向上、労力軽減、耕

作放棄地の発生防止等の効果が認められ、農業振興においては事

業の目的が達成されたと評価できる。 

 なお、活性化施設については、都市住民との交流拠点として一

層の定着が図られるよう、イベントの充実やＰＲの強化、案内標

識の改善等を通じて更なる有効活用に努められたい。 

 

②中山間地域総合整備事業 大月
おおつき

東部
と う ぶ

（大月市） 

 この事業は、大月市東部に位置する猿橋町、富浜町、梁川町一

帯の中山間地域において、用排水路、農道等の農業生産基盤と農

業集落道、獣害防止施設等の生活環境基盤を総合的に整備したも

かけはし 
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のである。 

 整備後は、営農条件の改善により農産物の品質向上、労力軽減

が図られるとともに、集落道の整備により緊急車両の通行が可能

になる等、営農、生活環境の両面で効果が認められることから、

事業の目的が達成されたと評価できる。 

 

③中山間地域総合整備事業 身延
み の ぶ

（南巨摩郡身延町） 

   この事業は、南巨摩郡身延町の富士川両岸の中山間地域におい

て、用排水路、農道、ほ場整備等の農業生産基盤と活性化施設等

の生活環境基盤を総合的に整備したものである。 

   整備後は、生産基盤の改善により農産物の品質向上、労力軽減

が図られるとともに、活性化施設を拠点に特産品や農産物の展示

・販売が活発になり、都市住民との交流機会の増加や地域のネッ

トワーク化が図られる等の効果が認められることから、事業の目

的が達成されたと評価できる。 

 

④道路事業 国道３００号（波高
は だ か

島
じま

バイパス）（南巨摩郡身延町） 

   この事業は、富士北麓圏域と峡南圏域を結ぶ国道３００号の身

延町波高島において、地域の生活環境の改善や圏域間アクセスを

向上させるため、バイパスを整備したものである。 

この整備により交通の転換が図られ、地域内への通過交通量が

減少したことにより歩行者等の安全性が向上するとともに、老朽

橋の架け替えやトンネル整備により、新たな道路を災害時緊急輸

送道路として利用することが可能となった。 

また、当初計画に対し完成が２年ほど遅れたものの、概ね計画

のとおり実施されており、中部横断自動車道の完成後にはアクセ

ス道路として利便性の向上に大きく寄与するものと評価できる。  

 

⑤街路事業 （都）南下
みなみげ

条
じょう

穂坂
ほ さ か

線（韮崎市） 

   この事業は、（都）南下条穂坂線において、渋滞の解消及び歩

行者の安全性の向上を目的として道路拡幅や歩道設置等の整備を

行ったものである。 
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交差点に右折レーンを設置したこと等により自動車交通の円滑

化が図られるとともに、両側に幅の広い歩道を設置したことによ

り、通学や買い物等のために利用する歩行者の安全・安心が向上

していると認められ、事業の目的は達成されたと評価できる。 

なお、歩行者や自転車利用者の安全性については、交通事故発

生件数を評価する等、できるだけ県民にわかりやすく説明するよ

う努められたい。 

 

⑥道路事業 （一）富士
ふ じ

河口湖
かわぐちこ

芦川
あしがわ

線（若彦
わかひこ

トンネル） 

（南都留郡富士河口湖町・笛吹市） 

   この事業は、富士北麓圏域と甲府圏域とを結ぶ新たなネットワ 

ークとして、産業・観光の振興とともに、緊急時の避難路や資材 

等の輸送路として県民の安全・安心に寄与することを目的に新た 

な道路の整備を行ったものである。 

本年６月の国道１３７号新御坂トンネル天井板撤去工事の際に

は、代替道路としてその機能を発揮しており、河口湖周辺の観光

シーズンの混雑緩和にも貢献していることから当初の目的は達せ

られたと評価できる。 

なお、芦川集落内の道路に狭い箇所があることから、改良の必

要性について検討されたい。 

 

⑦街路事業 （都）愛宕
あ た ご

町
まち

下条
しもじょう

線（富士見
ふ じ み

工区）（甲府市） 

⑧街路事業 （都）愛宕
あ た ご

町
まち

下条
しもじょう

線（荒川
あらかわ

渡河
と か

工区）（甲府市） 

この事業は、渋滞が発生している甲府市と西部地域を結ぶ道路

について、交通の分散化による渋滞解消を図るため、新たに４車

線の街路整備を行ったものである。 

これまで、本道路と並行する東西方向の主要な県道２路線にお

いて朝夕を中心に著しい渋滞が生じていたが、本事業により自動

車交通量が減少し、混雑度も低下している。 

総事業費や工期など概ね当初計画のとおり実施されており、事

業の目的である市街地内の交通の円滑化に貢献していると評価で

きる。 
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⑨道路事業 国道４１１号（上萩原
かみはぎはら

Ⅱ期バイパス）（甲州市） 

   この事業は、八王子市から丹波山村を経由し甲府市に至る国道

４１１号において、幅員が狭くヘアピンカーブが連続する甲州市

上萩原地内の未改良区間にバイパスを整備したものである。 

本事業により走行性や安全性が向上し、緊急輸送道路としての

機能が確保されたことから事業の主要な目的である災害に強い道

路が整備されたと評価できる。 

なお、今後は、県民に事業効果をわかりやすく説明できるよう、

災害解消便益等を加えた費用対効果の算出や国道２０号の代替道

路としての評価も合わせて検討されたい。 

 

⑩治水事業  泉川
いずみかわ

（北杜市） 

   この事業は、北杜市内を流れる泉川において、流下能力を向上

させるため、河道の拡幅を行い浸水被害の軽減を図ることを目的

に河川改修を行ったものである。 

改修に当たっては、自然石を使用した護岸や出来る限り河川沿

いの樹木を残す等、景観や生態系に配慮されている。 

また、事業完了後の平成２３年９月、県内に多くの被害をもた

らした台風１５号による豪雨に対しても、浸水被害は発生してお

らず、安全性が向上していることから、事業の目的が達成された

と評価できる。 

なお、事業貢献度については、過去の災害実績、事業の緊急度、

災害発生の危険度について点数化しているが、評価の記載に当た

っては、県民が理解できるよう、出来るだけわかりやすい表現を

工夫されたい。  

 

⑪砂防事業  御勅使
み だ い

川
がわ

の３（南アルプス市） 

   この事業は、南アルプス市内を流れる御勅使川において、大規

模斜面の崩壊及び洪水による土砂流出を防止するため、法枠工と

堰堤を整備したものである。 

御勅使川の中上流部は山腹崩壊や渓岸浸食が進行し、特に豪雨

時には、土石流発生の危険性が高い流域であるが、事業完了後の
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平成２３年９月、県内に多くの被害をもたらした台風１５号によ

る豪雨に対しても、対策法面からの土砂崩落が防止され、堰堤に

よる下流への土砂流出が軽減されていることから、事業の目的が

達成されたと評価できる。 

なお、事業の効果をわかりやすくするため、土砂生産量を把握

するための観測等についても検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 14 - 
 

４ 特記を要する事項の報告について 

 
 ４－１ 報告実施にあたって 

 
流域下水道事業については再評価間隔が１０年となっているが、平成２

１年度意見書において、下水道事業に関する再評価間隔（１０年間）の中

間年度となる５年毎に事業の進捗を委員会に報告することとしたため、今

回は、その報告を受けた。 
  なお、事業に対する意見は次のとおりである。 

   
 ４－２ 個別事業に対する意見 

   

①下水道事業 釜
かま

無川
なしがわ

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

（韮崎市外６市町） 

       この事業は、釜無川流域下水道において、幹線管渠や処理施設 

を整備するものである。平成２１年度に再評価を行い、市町村の 

進捗状況を踏まえ、事業期間を平成４７年度まで大幅に延長して 

いるが、今回再評価後５年になることから進捗状況の報告があり、 

計画のとおり進捗していることが確認された。 

なお、今後長期間にわたり評価や報告がなされることから、関 

連市町と十分連携したうえで、わかりやすい資料作成や説明に努

められたい。 
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５ 附帯意見 

 

  個別事業に対する本委員会の意見は前記のとおりであるが、審議過程にお

いて各委員からは事業全般に関すること、評価手法に関わることなど多くの

意見が出された。 

  公共事業評価を実施するに当たっては、県民へのアカウンタビリティ（説

明責任）や客観性・透明性を十分に確保する必要があることから、ここに、

今後検討すべき主な内容を附帯意見として附記するので、県におかれてはこ

の趣旨を十分理解され、今後の評価調書の作成や事業計画の策定等に配慮さ

れたい。 

 

 （１）評価調書の記載内容等について 

調書の記載について、経緯や根拠等情報不足が見受けられるため、

出来る限り明確かつ県民にも分かりやすい表現で記述するととも

に、必要に応じて事業便益の追加や評価指標の改善等にも努められ

たい。 

 

 

（２）事後評価における効果の確認について 

    事後評価は事業完了後５年経過した時点で実施しているが、５年

間では効果が十分に確認できない事業もあること、また、事業によ

っては効果の持続性を確認することも重要であることから、事業効

果の確認方法等について検討されたい。 

  

 

（３）環境への配慮について 

    公共事業の実施においては、計画策定から施工に至るまで環境に

及ぼす影響をできるだけ少なくする配慮が求められている。 

このため、事業の実施にあたっては、自然環境との調和に十分配慮

し、生態系や良好な景観の保全等に努められたい。 
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６ 審議経過 

（１）第１回評価委員会 

   開催日：平成２６年５月２８日（水） 

   内 容：前年度の評価意見に対する県の対応方針・対応状況について 

事前評価の説明・審議（２事業） 

再評価事業の説明・審議（５事業） 

特記を要する事項の報告（１事業） 

        

 

（２）第２回評価委員会 

   開催日：平成２６年６月６日（金） 

   内 容：事後評価事業の説明・審議（１１事業） 

 

 

（３）第３回評価委員会 

   開催日：平成２６年７月２５日（金） 

   内 容：現地視察 

（事前事業１事業、再評価事業１事業、事後評価事業２事業） 

 

 

（４）第４回評価委員会 

   開催日：平成２６年９月９日（火） 

   内 容：再評価事業の現地視察・詳細審議（１事業） 

       事後評価事業の現地視察・詳細審議（１事業） 

 

 

（５）第５回評価委員会 

   開催日：平成２６年１０月９日（木） 

   内 容：事前評価の審議（６事業） 

       平成２６年度山梨県公共事業評価意見書のとりまとめ 
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７ 平成２６年度山梨県公共事業評価委員会委員名簿 
 

 

委 員 長 宮 﨑
み や ざ き

  毅
  つよし

 東京大学名誉教授 

 

副委員長 市 川
い ち か わ

  温
  ゆたか

    京都大学大学院准教授 

 

委   員 石 川
い し か わ

 芳
よ し

治
はる

 東京農工大学大学院教授 

 

同       大塚
おおつか

 ゆかり 山梨県立大学准教授 

 

同      小 澤
お ざ わ

 房 子
ふ さ こ

 小澤木彫アート代表 

 

同  柿嶋
かき しま

 美保子
み ほ こ

      風土記の丘農産物加工 

直売組合加工部代表 

 

同       平
ひら

山
やま

 けい子
こ

  山梨大学大学院助教 

 

同 松 本
ま つ も と

  武
 たけし

      東京農工大学大学院講師 

 

同       武 藤
む と う

 慎 一
し ん い ち

 山梨大学大学院准教授 

 

同       村 上
む ら か み

 幸 利
ゆ き と し

 山梨大学名誉教授 

 

 

 

（敬称略：委員は五十音順、役職は平成２６年１０月現在） 


